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中国第四次改正特許法の臨時経過措置 

 

中国第四次改正特許法は 2021 年 6 月 1 日（以下、

「施行日」と記す）に施行された。しかし、改正特許法の

下位規定である「特許法実施細則」、「特許審査指南」

の改訂は、上記施行日まで完了されておらず、完了され

るまで暫く時間が掛かる事態になっている。このような状況

で、2021 年 5 月 24 日に、中国国家知識産権局（以下、

「中国特許庁」と称する場合がある）は、「臨時」の経過

措置として、「改正特許法の施行に関わる審査業務処

理暫定方法」（以下、「暫定方法」と略称する）を発表し

た。当該暫定方法によると、施行日以降、改正特許法

に規定される各手続きが行われる。ただし、上記手続き

に対する特許庁の審査は、特許法実施細則が改訂され

施行された後に行われる。また、特許法実施細則に規

定される各種手続きの期限について、2020 年 11 月 27

日に公表された「特許法実施細則（意見募集稿）」の規

定が適用される。また、中国特許庁は、改正特許法に

関わる審査業務用フォームを多く作成し、アップロードし、

施行日以降、利用者の利用に供する。以下、暫定方法

の内容を紹介する。 

 

1. 暫定方法第 1 条によると、2021 年 6 月 1

日より、紙で或いは出願ソフトで、改正特許

法第 2 条第 4 項に基づき、部分意匠出願を提

出することができる。中国特許庁は、特許法

実施細則が改訂され施行された後に、上記部

分意匠出願を審査する。 

 

2. 暫定方法第 2 条によると、出願日が 2021

年 6 月 1 日以降の出願について、改正特許法

第２４条第１項に設けられた新たな新規性喪

失の例外規定（注：緊急事態または異常状況の

とき、公共利益の目的で初めて公開された場合）

の適用を紙で申請することができる。中国特

許庁は、特許法実施細則が改訂され施行され

た後に、上記申請を審査する。 

 

３．暫定方法第３条によると、出願日が 2021

年 6 月 1 日以降の意匠出願について、改正特

許法第２９条第２項に基づき、国内優先権を

請求する書面を提出することができる。中国

特許庁は、特許法実施細則が改訂され施行さ

れた後に、上記国内優先意匠出願、及び優先

権の基礎となる先の意匠出願を審査する。 

 

４．暫定方法第４条によると、出願日が 2021

年 6 月 1 日以降の出願について、改正特許法

第３０条に規定される期限（注：先の出願の出

願日から 16 カ月以内）までに、優先権証明書

を提出することができる。 
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５．暫定方法第５条によると、2021 年 6 月 1

日以降公告された特許権について、特許権者

は、改正特許法第 42 条第 2 項に基づき、公告

日から 3 カ月以内に、紙で特許存続期間の補

償を請求することができ、後に、中国国家知

識産権局から発行される納付通知書に従い、

費用を納付する。中国特許庁は、特許法実施

細則が改訂され施行された後に、上記請求を

審査する。 

 

６．暫定方法第６条によると、2021 年 6 月 1

日より、特許権者は、改正特許法第 42 条第３

項に基づき、新薬の発売が承認された日から

3 か月以内に、紙で特許存続期間の補償を請

求することができ、後に、中国国家知識産権

局から発行される納付通知書に従い、費用を

納付する。中国特許庁は、特許法実施細則が

改訂され施行された後に、上記請求を審査す

る。 

 

７．暫定方法第７条によると、2021 年 6 月 1

日より、特許権者は、改正特許法第 50 条第１

項に基づき、その特許についてオーペン実施

許諾を行うことを紙で自ら声明することがで

きる。中国特許庁は、特許法実施細則が改訂

され施行された後に、上記声明を審査する。 

 

８．暫定方法第８条によると、2021 年 6 月 1

日より、被疑侵害者は、改正特許法第 66 条に

基づき、中国特許庁に対して権利評価書を紙

で請求することができる。中国特許庁は、特

許法実施細則が改訂され施行された後に、上

記請求を審査する。 

 

９．暫定方法第９条によると、2021 年 6 月 1

日より、中国特許庁は、改正特許法第 20 条第

1 項（注：信義則）、第 25 条第 1 項第五号（注：

原子核変換方法）に基づき、方式審査、実体審

査、拒絶査定不服審判に係属する特許出願を

審査することができる。 

 

１０．暫定方法第１０条によると、出願日

は 2021 年 5 月 31 日前（31 日を含み）の意匠

登録の存続期間は、10 年であり、出願日から

起算する。 

 

【解説】 

（１）．2021 年 6 月 1 日より、部分意匠出願ができると

されているものの、その具体的な手続き、特に図面の

作成仕方が全く分からない。新たにアップロードされ

た意匠出願の願書には、部分意匠、意匠の国内優先

などの選択項目が含まれているので、出願の際に、

その願書と一応の図面を提出すれば、後に何かの共

済措置が受けられると推測する。 

 意匠出願の国内優先権、16 カ月の優先権証明書

の提出期限、15 年の意匠権の存続期間は、出願日

が 2021 年 6 月 1 日以降の出願に適用され、2021 年

５月 31 日以前の出願に適用されないことが明確にな

った。 

 

（２）．特許存続期間の補償は、出願日に問わず、

2021 年 6 月 1 日以降公告された特許権に適用され、

2021 年５月３1 日以前公告された特許権に適用され

ない。また、特許存続期間の補償を申請できる期間

は、特許法実施細則（意見募集稿）の規定が適用さ

れ、特許公告日から 3 カ月以内とされている。 
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また、薬品特許存続期間の補償は、出願日、公告

日に問わず、2021 年 6 月 1 日以降薬品の発売が承

認されるものに対して、薬品特許存続期間の補償を

申請することができる。即ち、2021 年 5 月 31 日以前

発売が承認された薬品の特許に適用されない。また、

薬品特許存続期間の補償を申請できる期間は、特許

法実施細則（意見募集稿）の規定が適用され、薬品

の発売が承認された日から 3 か月以内とされている。 

 新たにアップロードされた特許存続期間の補償/薬

品特許存続期間の補償のフォームに、記載事項、提

出書類が詳細に記載されているので、申請の際に、

そのフォームに沿って記載し、書類を提出すれば、後

に何かの共済措置が受けられると推測する。 

 

（３）．出願日、公告日に問わず、2021 年 6 月 1 日以

降、特許権者は、オーペンライセンスを申請すること

ができる。 

 また、出願日、公告日に問わず、2021年 6月 1日以

降であれば、被疑侵害者は、中国特許庁に対して権

利評価書を請求することができる。 

 

（４）．出願日に問わず、2021 年 6 月 1 日以降、中国

特許庁は、新たに導入された信義則の規定に基づき、

出願を審査することができる。いち早くごみ特許を対

処しようという意思の表れである。 

 

 以上
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